
新型コロナウイルス肺炎関連の学生対応フロー（教務課） 

①感染者 
学生本人または保護者か

ら大学に連絡 

②体調不良者 
学生本人が教務課

（079—223—6504）
に電話連絡 

風邪の症状やおおむね37.5度以上

の発熱、体調不良（強いだるさや
息苦しさ）を感じる場合 

ガイダンスで配布の体調
観察記録表を用いて、学
生本人による体調観察を
開始する。 

治療完了し、医師による登校許可日まで公欠 

学生本人が体調観察記録
表を教務課に提出する。 

体調観察記録表の教務課への提出を完了して、症状出現時に遡って公欠 

観察期間中、大学への登
校は停止し、１日１回、
教務課に体調報告をする。 

体調回復 
新型コロナウイルス感染が判明 

①感染者 

症状が３日程度持続している
ようであれば、健康管理室に
連絡する。必要に応じて、関
係機関にも連絡する。 



学生本人が教務課
（079—223—6504）

に電話連絡 

ガイダンスで配布の体調
観察記録表を用いて、学
生本人による体調観察を
開始する。 

学生本人が体調観察記録
表を教務課に提出する。 

体調観察記録表の教務課への提出を完了して、自宅待機期間中は公欠 

同居人が新型コロナ感染と診断ま
たは濃厚接触者と判明し、保健所
から行動制限を受けた場合 

③接触者 

保健所等の指示に従い、
自宅待機（14日間） 

自宅待機期間中、大学へ
の登校は停止し、１日１
回、教務課に体調報告を
する。 

自宅待機終了後、 
症状なし 

新型コロナウイルス感染が判明 

①感染者 

体調不良者となる 

②体調不良者 


